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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書                          

物品番号  仕 様 書 番 号 

自動視野計 

ＧＭ－Ｔ１０５９０８Ｇ 

 
作   成       平成 ５年１２月２１日 

変   更       令和 ３年１１月１５日 

作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 
 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の自動視野計について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.2.1 

市販品 

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。 

1.2.2 

カタログ 

 この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。 

1.3 種類 

種類は，表1による。 

表1－種類 

物品番号 種類 注記 

－ 自動視野計 調達品目表Ａ 

－ 自動視野計，ＳＷＡＰ付 調達品目表Ｂ 

1.4 製品の呼び方 

製品の呼び方は，表1の種類による。 

例 自動視野計，ＳＷＡＰ付 

1.5 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a)  規格 

    ＮＤＳ Ｚ ８０１１      角形銘板 

b)  仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共

通仕様書  

c) 法令等 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号） 
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生

省令第１号） 

 

2 一般的事項  

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

 

3 製品に関する要求 

3.1 製造承認等 

製造承認等は，次による。 

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器とし

て製造（輸入）承認された製品とする。 

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目とし

て許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。 

3.2 品名及びカタログ製品名 

 品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

3.3 構成 

構成は，調達品目表による。 

3.4 性能等  

 性能等は，調達品目表による。 

3.5 製品の表示 

 製品の表示は，次による。 

a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－

Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。 

b) １種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。 

 

4 品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

5 出荷条件 

5.1 包装 

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

5.2 包装の表示 

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

6 その他の指示 

6.1 附属品・予備品  

  附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とす

る。 

6.2 納入書類 

6.2.1 添付書類 
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  添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。 

a) 取扱説明書（日本語版）            １部 

b) 附属品明細表１）              １部 

c) 納入品カタログ                    １部 

注１） 様式適宜とする。 

6.2.2 提出書類 

  提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表2による。ただし，過去に納入実績 

があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。 

表2－提出書類 

名称 時期 数量 提出先 

取扱説明書（日本語版） 納入時
 

１部
 

陸上自衛隊補給統制本部衛生部
 

附属品明細表ａ） 

納入品カタログ 

注ａ） 様式適宜とする。 

6.3 搬入・調整   

搬入及び調整は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て及び調整

を行う。 

6.4 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応 

 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の2.1.1 

による。 

6.5 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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調達品目表Ａ 

調達要求番号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日 令和   年  月  日 作成年月日 令和 ３年１１月１５日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０５９０８Ｇ 

1 調達品目 

品名 カタログ製品名ａ） 

自動視野計 興和㈱ ＡＰ－７７００ 

カールツァイスメディテック㈱ ＨＦＡⅢ ８４０  

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として    

例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 構成 

名称 数量ａ） 規格など 

興和㈱ カールツァイスメディテック㈱ 

本体 １ ＡＰ－７７００ ＨＦＡⅢ ８４０ 

プリンタ １ プリンタ プリンタ 

電動光学台 １ ＫＹ６００（天板Ａ

Ｐ－７０００用） 

ＨＦＡⅢ ８４０用 

磁気カードリーダ

又はバーコードリ

ーダ 

１ 磁気カードリーダ 

ＡＰ－７７００用 

－ 

－ バーコードリーダ 

ＨＦＡⅢ ８４０用 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等  

同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 視標提示方式は，投影式とする。 

b) 視標サイズは，ゴールドマンⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及びⅤ相当とする。 

c) 操作画面は，タッチパネル式液晶モニタとする。 

d) 中心窩閾値測定が可能とする。 

e) 緑内障の進行度，視野範囲などによって，検査プログラムの選択が可能とする。 

f) 病態について，現在状況の判別及び将来の進行の予測を解析するソフトをもつものとする。 

g) 視野障害等級判定が可能とする。 

h) 動的検査が可能とする。 

i) Ｈｅｉｊｌ－Ｋｒａｋａｕ法及びゲイズモニタによって，固視監視可能とする。 

j) プリンタによって，検査結果の印刷が可能とする。 

k) 電動光学台は，視野計専用とし，上下動可能とする。 

l) 磁気カードリーダ又はバーコードリーダをもち，患者のＩＤを読込み可能とする。 

 



- 5 - 

調達品目表Ｂ 

調達要求番号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日 令和   年  月  日 作成年月日 令和 ３年１１月１５日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０５９０８Ｇ 

1 調達品目 

品名 種類 カタログ製品名ａ） 

自動視野計 ＳＷＡＰ付 カールツァイスメディテック㈱ ＨＦＡⅢ ８５０  

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として    

例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 構成 

名称 数量ａ） 規格など 

カールツァイスメディテック㈱ 

本体 １ ＨＦＡⅢ ８５０ 

プリンタ １ ブラザー工業㈱ ＨＬ－Ｌ２３７５ＤＷ 

電動光学台 １ ＨＦＡⅢ ８５０用 

磁気カードリーダ又

はバーコードリーダ 

１ バーコードリーダ 

ＨＦＡⅢ ８５０用 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等  

同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 視標提示方式は，投影式とする。 

b) 視標サイズは，ゴールドマンⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及びⅤ相当とする。 

c) 操作画面は，タッチパネル式液晶モニタとする。 

d) 中心窩閾値測定が可能とする。 

e) 緑内障の進行度，視野範囲などによって，検査プログラムの選択が可能とする。 

f) 病態について，現在状況の判別及び将来の進行の予測を解析するソフトをもつものとする。 

g) 検査プログラム及びパラメータをカスタマイズが可能とし，任意の設定を選択して検査可能

とする。 

h) 視野障害等級判定が可能とする。 

i) 動的検査が可能とする。 

j) Ｈｅｉｊｌ－Ｋｒａｋａｕ法及びゲイズモニタによって，固視監視可能とする。 

k) 黄色の背景に表示される青色の指標をもち，ブルー・イエロー視野検査（ＳＷＡＰ）が可能

とする。 

l) 検査中及び検査後に各検査点における視標提示時の固視状態が確認可能なモニタをもつ。 

m) 電動光学台は，視野計専用とし，上下動可能とする。  

n) 磁気カードリーダ又はバーコードリーダをもち，患者のＩＤを読込み可能とする。 

o) プリンタは，Ｐｏｓｔｓｃｒｉｐｔ対応とし，検査結果を印刷可能とする。 

. 
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